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開会（開議）  １０時００分 

 

○議長（上田 正君）  ただいまの出席議員は１８名です。 

新家勇二議員から欠席の連絡が入っております。 

定足数に達しておりますので、ただいまから平成２４年第１回江田島市議会定例会

３日目を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめ御手元に配布したとおりであります。 

 

日程第 1  一般質問 

 

○議長（上田 正君）  日程第１、「一般質問」を行います。 

その前にお願いを申し上げます。 

類似した質問要旨は、議事進行の観点から質問者及び答弁者ともに重複をできるだ

け避けていただき、簡潔にお願いしたいと思います。 

それでは、順次一般質問を行っていただきます。 

６番 片平 司議員。 

○６番（片平 司君）  おはようございます。 

昨日に続き、いよいよ３月定例会も本日が最終日ですが、きょう１日頑張っていき

ますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

まず、はじめにですね、改めて言うまでもないことですが、質問は、多くの市民の

声をもとに、事前通告をしております。当然ながら、十分に真剣な検討をされておられ

ることと確信をしております。市民の願いや、議場での権威を軽視することなく、丁寧

な答弁をお願いをいたします。 

通告に基づいて質問を行います。 

市民の生命と生活を守る施策について、お伺いをいたします。 

市長が就任をして３年６か月が経過をし、最終年度になりましたが、市民の主張す

る安心・安全のまちづくりが実行され、市民の生命と生活が守られているのかどうかに

ついて、お伺いをいたします。 

一つ、市長の政治姿勢、社会保障と税の一体改革について。 

今、野田内閣が進めようとしている社会保障と税の一体改革は、社会保障制度の大

改悪を進めながら、消費税を２０１４年までに８％、２０１５年までに１０％まで引き

上げるとしております。 

また、年金支給額を引き下げや支給額年齢の引き上げ、医療費窓口負担増など、庶

民増税・社会保障改悪で、最悪の国民犠牲です。 

消費税率３％から５％へのアップは、上向いていた景気を一気に冷え込ませました。 

今回の消費税１０％で１３兆円、それに年金の減額を合わせると１６兆円の負担増

になります。 

大企業には減税を行うという、極めて不公平きわまりないもので、国民の期待を裏
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切り続けています。 

この一体改革は少子高齢化が進む江田島市において、市民の生命と生活が守れるの

か、市長の御所見をお伺いをいたします。 

二つ目、国民健康保険税についてお尋ねします。 

今回、保険税が平均一人当たり７，１００円の値上がりなります。 

支払い可能な保険税にしないと、滞納による短期証や資格証の人が増え、最悪は不

納欠損額増につながってきます。単に足りないから上げるの数字合わせになってしまい、

市民からの信頼は得られません。 

江田島市の国民健康保険加入者所得状況も知らないでは怠慢です。問題解決に取り

組むためにも、江田島市における国民健康保険加入者の実態をしっかりと把握しなけれ

ばなりません。加入世帯者総数、短期証や資格証数、特に所得別世帯数は重要です。１

００万円未満、２００万円未満、３００万円未満、４００万以上数をお示しください。 

また、行政の可能な限りの努力をどのようにしておられるのか、具体的にお示しく

ださい。 

三つ目、高齢者の生活実態調査について、お尋ねします。 

１２月議会での質問で、特養ホーム待機者問題、在宅介護問題等々質問をし、行政

の認識が市民生活と大きくかけ離れていることがわかりました。 

高齢者の生活実態調査を行い、実態に基づく対策を求めたことに対し、アンケート

を実施するからとの答弁でした。期待をしておりましたが、介護予防のみで、非常に残

念でなりません。介護予防のアンケートも必要だとは思いますが、このアンケートで高

齢者の生活実態が十分に把握できたのか疑問です。このたびのアンケートで、高齢者の

生活実態をどのように把握でき、どのような対策がとられるのかお示ししてください。 

以上、３点よろしくお願いをいたします。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  改めまして、おはようございます。 

定例会３日目、大変御苦労さまでございます。 

また、市民の皆さんには、朝早くから傍聴にお越しいただきまして、お礼を申し上

げます。 

それでは、お答えいたします。 

まず、社会保障と税の一体改革についての御質問ですが、この改革については、現

在、国の方で議論を行っており、その動向を注視しているところでございます。 

この問題は国の施策に関わることでありますけれども、改革の中身がいわゆる社会

保障の機能強化とともに、国、地方を通じた安定的な社会保障財源を確保するものであ

ることから、社会保障制度を幅広く担っています地方の意見を十分反映していただきた

いというように思っております。 

次に、国民健康保険税についての御質問にお答えいたします。 

平成２３年度に江田島市国民健康保険税を賦課した世帯総数は５，３２５世帯です。

うち短期証世帯が２１６世帯、資格証世帯は６１世帯となっております。 

国保加入世帯の所得別世帯数ですが、所得額が１００万未満の世帯は２，４５４世
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帯、１００万以上２００万未満の世帯は１，５０２世帯、２００万以上３００万未満の

世帯は６８２世帯、３００万円以上の世帯は６８７世帯となっております。 

施策については、昨日の野﨑議員の質問にもお答えいたしましたが、税の収納率の

向上の取り組みはもとより、「ジェネリック医薬品差額通知」を送付するなど、歳出削

減にも努力していきたいと考えております。 

次に、高齢者の生活実態調査についての御質問でございますが、このたびのアンケ

ートは、「介護予防のためのアンケート調査」ということで、内容については厚生労働

省が作成した調査項目をベースに、運動機能や生活力などの心身機能の低下の有無を判

断することを目的として１年で２町ずつ、２年間で実施したものです。 

対象者は、介護を受けていない第１号被保険者と、在宅サービスを利用している方

から抽出した被保険者を対象としています。 

アンケート調査結果の一部ですが、現在の健康状態は一般高齢者の約２５％の方が

よくないと回答しております。 

現在治療中の病気は、要介護要支援高齢者では、筋骨格の、要する筋肉の筋に骨で

すね。骨格の病気や認知症の割合が高いというようになっております。 

この１年間で転んだことの有無では、一般高齢者の２７％の方が転んだことがある

と回答し、４７％の方が転倒に対する不安を持っているなどの結果となっております。 

対策としては、健康づくり施策の推進や各種検診の受診勧奨、認知症予防教室、認

知症高齢者に対する地域の理解と協力の仕組みづくりや権利擁護、それから、家族に対

するケアの充実、運動機能向上を目的とした教室の開催などが必要と考えています。 

また、アンケート調査の結果で、現在の状況が続くと、介護が必要となる恐れがあ

る人については、地域包括支援センターで実施している二次予防事業の介護予防教室等

への参加を案内しております。 

今後は、高齢者人口も増加し、対象者がふえると思われますので、介護予防事業を

充実していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  それでは一つずつ順番にやっていきたいと思いますので、ひ

とつよろしくお願いいたします。 

一つ目の市長の政治姿勢についてです。 

国の動向もいろいろ見きわめながら、まだ不確定な要素もいろいろあるわけなんで

すが、私はですね、ここで申し上げたいのは、やはりこの今のですね、税と社会保障の

一体改革が、消費税の増税を１０％にする。８％から１０％にする。これは橋本内閣の

ときにですね、３％から５％にしたときに、上向いておった景気が、ガタンと落ち込ん

でですね、それがずっと今まで続いとるという状況なんですね。 

今回はですね、それをなお８％から１０％、おまけに、年金の支給額を下げてです

ね、同時に支給年齢を上げると。将来的にはですね、１６兆円とか２０兆円の国民から

ですね、お金を吸い取るということなんですよね。 

それでですね、きのうもテレビで、岡田副総理がですね、消費税の値上げ分１％、
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２．７兆円らしいんですけどね、これを、社会保障のようにまわすんじゃと。とうとう

としゃべっとるわけなんですが、ところがこれもですね、非常にごまかしがありまして

ですね。わが党のこの新聞の赤旗、志位委員長が国会での質問にも代表質問でもされて

おりましたがですね、この２．７兆円はですね、まず、子ども手当が４，４００億円の

減額。それから、介護利用料が８００億円、ほいで高齢者の病院の負担金が１，９００

億円、これで７，０００億円。ほいで、年金の支給額が２兆円。ちょうど２兆７，００

０億円がですね、ここでちゃらなる。パーなんですよ。ひとつも、１％をですね、社会

保障にまわすいうてもね、まわってないんですよね実態は。 

これがですね、この社会保障と税の一体改革のですね、非常に許しがたい、その消

費税は上げるけど社会保障の方は限りなく下げられると。このままいったらですね、江

田島市民にとっても大変な思うんですがね、市長どう思われますかね。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  先ほど言いましたように、これは国の所管の問題ですので、

今予断許さない国会を見てますと、予断を許さない状況になる思いますけれども、ただ

言えるのは、今後ますます日本全体の高齢化率が上がりまして、２０５０年には、６５

歳以上が３８％、約１０人のうち４人が６５歳以上なるというような高齢化社会を迎え

ようとしております。 

いつも言われるように、毎年社会福祉関係の国全体の予算では毎年１兆円ずつこれ

がふえていくと。現在でも、約１０９兆、こういった社会福祉関係の社会保障関係の費

用が１０８兆円毎年今必要になっております。これが、２０２５年度は１４５兆円必要

なるいうこと、単純にとにかく節約しても１兆円ずつ毎年ふえるいうことで、もう国が、

今の例えば保険料とか税をふやさない限りには、現在の社会保障制度を維持できないと。

これは、みんなが認めとることなんで、そうすると今のままですと、完全に、例えば年

金を少なくする、また、現役世代の方には、負担をふやしてもらういうしかない。そこ

の中で物事が折り合うしかないいうようなことなんで、今回のこれ私がちょっと民主党

の出しとる資料なんですけど、この資料を見まして５％から１０％にするのに、民主党

は今のところ、増税した分については消費税をふやした分については、全部社会保障に

増しますと。従来の５％の部分では、いわゆる基礎年金ですね、国民年金の分ですよね。

これが法律では、今まで国の持ち出しが３分の１じゃったのが、２分の１にしますと、

国の持ち出しを２分の１に、国民年金の分を２分の１にしますいうんですが、実はそれ

財源が、法律ではそういうようになっとるんですけど、実は財源が決まってないわけで

す。どこからそれを持ってくるかということ。そういう、いわゆる基礎年金、それから

老人医療、この介護、今までの５％中で、この三つの分野へこの５％を使用しとったわ

けなんですが、今度１０％にしたときには、この年金・医療それから介護、それプラス

いわゆる少子化対策を加えて、増税をした分については、この４本柱に５％増額した分

を使いましょうというような形になっております。 

これは、これだけ大きく国会で議論をしておりますので、そう目的が増税した分が

ですね、いわゆる役人が焼け太りとかいうようなよく言われますけど、そういったもん

とか、役所の機構を残すために使われるいうのはわかりませんけども、建前ではそうい
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うことには使いませんと。 

とにかく年金とか社会保障に使いますいうことになって、国の取り分として、今ま

で４％が５％の消費税のうち、国が４％、地方が１％、とっといたんで、今度は国が７．

８％で、地方が２．２％ということになりますけれども、国の取り分のうち、約１．

５％が、地方へ地方交付税として返ってきます。今の地方交付税で返ってきてます。ト

ータルで言いますと、現在の５％の消費税のときには５％のうち、地方交付税と地方消

費税でですね、５％のうち２．１８％が実は地方へ返っております。これが１０％にな

りますと、地方へ返ってくるのがですね、１０％のうち３．７２％返ってきます。今と

１０％の差額がですね、１．５４％、税額で言いますと、およそ４兆円ほど返ってきま

す。４兆円ほどふえるわけです。 

ですから、その４兆円地方へ返ってくる１０％になったときに、４兆円交付税でき

ますから、その４兆円をですね、各自治体が、それぞれ幾らになるかわかりませんけど

も、その部分をですね、どういうようにどのように使うかいうことがですね、これから

の今回の消費税１０％した分の１番の焦点じゃないかというように私は思います。 

ただ、全体を見ますとやむを得ないじゃないかというように思います。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  市長はあまりこの問題でずっとやってもええんですがね、ま

だあと二つ残っておりますので、この問題はね、最後にですね、私は要はですよ、財政

の立て直しは必要なんですよ。 

だけど、財源の捻出はね、やっぱりこの例えば政党助成金の３２０億円をやめると

か、年間５兆円の軍事費を削減するとか、同じく年間５兆円のある不要不急の公共事業

を見直すとか、またはですね、大企業が貯めに貯め込んだ内部留保約２６０兆円ありま

すよ。これをですね、やっぱり適正使わして、そういうところからですね、雇用の拡大

とか賃金の引き上げとかやることによって、税収をふやすというふうな方向せんとです

ね、今のままでね、このまま消費税をとうとうと述べておりましたけどですね、消費税

が５％も上がったんじゃですね、年金のしわ寄せが下がったんじゃがね、到底ですね、

収入がふえんですよ。ほいで過去の例もですね、消費税が上がったらね、２％上がった

ら２％ふえるわけじゃないんですよ。消費が落ち込むから入らんのんです。そのような

経過がありますから、今回の消費税を値上げしたらね、日本の経済はもう底が抜けてし

まう。その懸念が非常に強いわけなんです。 

そこでですね、この問題の最後にですね、国や県の施策を待つだけではなく、市民

の生命と生活を守らんにゃいけんの市長は。そういう地方の必死な姿も見して、国に対

して、消費税の引き下げや社会保障の大改悪を行わない。そういう大企業には応分の税

金を負担をさしてもらう。さらに、国の財政のむだ遣いを改めて抜本的に組み直すこと

を求めてですね、行くべきだと思うんですよ。 

そこで、そういうことについて一言市長は、一言でいいですから、長々と言いよっ

たら次がないですから、お願いします。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  簡に申し上げますと、これは国の施策ですから、あまり我々
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がどうこう言うことはできないですけど、ただ一つ、実は全国で地方６団体があります。

県とそれから市と町村がありますが、この６団体がですね、この消費税を引き上げると

きに、引き上げた部分の配分についてですね、当初の政府の方針の数字じゃ納得できん

いうことで、全国の市長会もですね、その数字じゃ我々は納得できんから、いうことで、

民主党とずっと協議を重ねてですね、最終的にこの先ほど私が言いましたように、地方

の取り分が１０％のうち３．７２％ということで、全国市長会もですね、これなら、や

むを得んじゃろうと。 

このまま制度そのものが、非常に世界でも誇るそういう国民年金、国民保険とかい

う、そういった制度をですね、崩すことになりかねん。そのことを思うと、この割合で

国と地方の取り分は、この割合でしょうがないということで、全国市長会、地方６団体

も、これで納得して、政府との間で折り合った数字ですので、先ほどから言います交付

税でかえってくる分について、その部分で、それぞれの地方が、知恵を働かして、そう

いう安心して暮らせるための政策を進めるしかないというように思います。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  次の質問に移ります。 

国民健康保険税についてなんですが、今回、所得別の世帯数を出していただいたん

ですが、所得別の世帯状況とですね、９３％の収納率が約９３％なんですよね。 

これを見て、どう感じられます。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  どう感じるかと言いますと、別に９３％いうのは、

その所得層がわかったからどうのこうのいう問題ではないと思っております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平 司議員。 

○６番（片平 司君）  ちょっと質問がね、悪かったのかもわからんが、要は、これ

を見ると、１００万以下で大体２，４００世帯、２００万で１，５００世帯。いってみ

れば、２００万、３００万未満の世帯数がほとんどなんですよねこれ、国保世帯は。そ

れの中でですね、９３％の収納率というのは私はよう頑張っとるんじゃないかと思うん

ですよ。一生懸命払っとるんじゃないか思うんで、そのへんをどう思うかいうて聞いた。 

いや何も感じませんじゃ私もちょっと質問した意味がないんじゃが、頑張ってやっ

とるのとかじゃね、非常によう払うとるのとかいうふうなことをね、聞きたかったんじ

ゃが、どうもあなたとはいつもずれるけぇね。それはもういいんです。 

市民からは、年金が少なくて生活が大変だから働く、そうすると収入がふえる、そ

うすると保険高うなるんですよ。今回の値上げはですね。本当に支払いができる保険税

としてですね、提示されとるんかどうかちょっと答えてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  支払いができる保険料かどうかいうのはわかりませ

んけれども、これを支払ってもらわなくては困るという金額をお示ししたわけでござい

ます。ですから、納税をしてもらわなくては困るというものでございます。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 
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○６番（片平 司君）  それでね、それはあんたらはそういうようになっとる、しょ

うがない面もあるんじゃけど、要は、今でもですね、９３％は非常に頑張ってくれとる

んですよ。だけど７％の人は払えないんです。 

ほいじゃがね、これをね、今回ですね、１人７，０００円上がるんですが、大体平

均４人所帯ならですね、二万七、八千円上がるような資料がありましたけど、となると

ですね、さらに生活が厳しくなる思うんじゃがね、あなたどう思いますこれ。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  生活が厳しくなるいうのは、当然保険料が上がれば

厳しくなると思いますけれども、それで皆賄っているわけでございますから、よその保

険の方もですね。ですから、頑張ってもらうしかないと思っております。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  いつもこのとおり行くとずっと汽車の線路みたいなもんでね。 

次にちょっと進みますけど、それで、問題は、過去５年間の不納欠損額、ちょっと

答えてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  ５年間はありませんけれども３年間で、平成２０年

度がですね、１，０７２万円、平成２１年度は４１３万２，０００円、平成２２年度が

４０４万２，０００円。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  とまぁ３年間で約２，０００万。大体このような数字じゃな

いかと思うんですよ。平均の収納率が９３％はだいたい推移しとるみたいですから。 

そうするとですね、この不納欠損は、払えない、いうてみれば保険税のあらわれで

すよね。 

要は、不納欠損額について、あなたどう考えておりますか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  中には払えない人もおるし、払えるのに払わなかっ

たという人もおると思います。 

ですから、不納欠損が出ること自体が非常に残念なことだと思っております。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  それで、このことしは保険税が上がって、滞納者がふえると

思うのよ。ほいで不納欠損の額もふえるんじゃないかと思うんですが、来年、再来年、

将来的にね、この値上げによる影響はどのように計画しとるのかちょっと答えてくださ

い。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  値上げによる影響いうのは別に考えたことはござい

ませんけれども、滞納はふえてくる予定になっとりますけれども、それは徴収員の方に

頑張っていただいて、税というものは、すべてをいただくいうのがシステムですから、

これを公平にやろう思えばですね、やっぱりすべていただくというのが前提です。いた
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だかない人、納めない人、悪質滞納者にしてはですね、公平の観点から、今の資格証い

うのは１０割出してもらって医者へ行ってもらうというような制度ができとるわけでご

ざいます。 

ですから、税はとにかく全てをいただくというのが前提でございます。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  どっちにしてもですね、今でも払えてないわけですから、

７％を残っとるわけですよ、全体の７％はね。収納率は９３％なんですから。 

これが、来年、再来年とまだまだ上がると思うんですが、上がるとですね、さっき

の消費税じゃないけどね、ふえるというふうにはなかなかならんのんじゃないか思うん

ですよ。 

ほしたらまた値上げにならないといけないというふうなことの悪循環になるんじゃ

ないかと思うんで、そのへんはどういうふうに考えてますか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  滞納がふえれば次の年はまたそれ以上に保険税は上

げるという悪循環になるのは当然だろう思うんですけれども、それがならないために今

の滞納額も徴収を頑張っていただくと、それで差押えできる方には、すべて差押えする

ということを、当然税の公平の観点からやっていかなくちゃいけないと思っております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  次にいきます。 

不毛の議論になります。 

あのですね、この資産割合いうのがありますよね。国保税を取るときに。所得割と

資産割と。この資産割合の見直しを求める声がですね、非常に高いんですが、検討して

もらいたいと思うんですが、どうです。 

要は、そこらに遊んだ土地があった自分の。ほいでも、これひとつも金を稼がない

のに資産があるけぇいうんで加算されるんじゃが、これどう考えてもね、納得できんの

んじゃけど、どうなんですか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  資産割合の件につきましてはですね、江田島市とし

てもですね、将来的にはなくす方向で考えております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  遠い将来ではなしに近い将来に是非よろしくお願いします。 

次に入ります。 

健康診断のいわゆる目標がね、昨年は５０％、達成は２８％だったんですが、この

反省点は何かありますか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  いつも反省はしておるわけでございますけども、こ



- 155 - 

の特定健診の受診率を６５％が最終目標になっているわけでございますが、この６５％

自体がですね、江田島市じゃなしに全国的にですね、多分無理じゃないかと思われる％

になっとります。 

１番の原因はですね、４０歳から７４歳の方が対象になるわけでございますけれど

も、医者にもうかかっている方が、かなりいるわけなんです。その方いうには、もう健

診に来てください言われても病気にかかっとるわけですから、もう行く必要はないと。

ここらが１番ネックになっとるんじゃないかと思っております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  その６５％が無理じゃいうんじゃったら、これをですね変え

てくれとかいうふうなことをしてやね、そもそもだいたい５０％ができんのに、２８％

がええやっとなのに、６５なんて到底できる数字じゃないんですが、ここへ今年も書い

とるけぇね。やる気でおるんじゃと思うんだけどね。これを今の答弁と重なりますけど

ね、ほいじゃ５０％ができんのに６５％はどうやってやろう思うとるんね。ちょっと参

考までにちょっと答えてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  それはあくまでも目標は６５％いうのですから、そ

れに向かって頑張るしかないと思っております。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  これをやるのに、はがきとかね、電話でいうて言いよるんで

すがね、やっぱりね、１番は、来ない人の家へ１軒１軒回って、訪問活動しかないんじ

ゃないか思うんですが、それはする気はないんですか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  とりあえずは、来られなかった方に対しては、個別

に電話したり、はがきを通知したりしているわけでございますが、それでも来てくれな

い場合は、最終的には、そういうふうに訪問するしかないのかなというのは考えており

ます。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  たしか来年度も緊急雇用対策費用が予算書に載っとったと思

うんですが、臨時の人でも雇ってですね、来ない家へですね、１軒１軒回らせて、１％

でも２％でも数字を上げる方策をね、やっぱり考えらんにゃ、これは電話やはがきじゃ

もうだめないうのはわかっとるんじゃけぇ、１軒１軒回っていくしかないんですよ。 

多分、緊急雇用対策事業が何か予算書見たらあったと思うんですが、総務課長あっ

たですよね。どうなんですか、これは。 

○議長（上田 正君）  浜村総務課長。 

○総務課長（浜村晴司君）  緊急雇用いうものは予算を組んでおりますけれども、こ

の緊急雇用の使途が決められてまして、はっきりは記憶してないんですけども、限られ

た人しか使用できないようになってると思います。 
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○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  それは決められとるんなら、それはダメなんならダメで、そ

れは福祉保健部の方で考えりゃええことなんですが、是非それをやってください。そう

じゃないとね、これなかなかいかんですよ。電話とはがきじゃ今までやっても２８％な

んじゃけぇ。 

次にいきます。 

ジェネリック医薬品の取り組みについてなんですが、支払額の差の大きい人から４

００人、知らせるとの取り組みですが、知らせるだけで効果が出るのか疑問に思うので

すが、どうなんですか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  呉が先に導入されたわけでございますが、呉の方式

にしたがいましたらね、一応通知をしたら、それなりの効果ですか、いうのがあがって

きたということで、呉の方の方式のことで今効果をあげてみますとですね、３年で２，

２００万程度ぐらいの効果が見込めるんじゃないかと思っております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  ということは３年間で大体２，２００万を見込んどるという

ことですね。 

呉はね、この成果を上げたのは訪問なんですよ。毎月大体２００人から３００人、

利用拡大に大きな成果を上げておるわけなんですが、江田島市もね、やっぱり３年間で

２，２００万円を上げよう思うたらですね、そういうなのをせにゃいけんと思うんです

が、訪問活動をせんとですね、さっきの特定健診と一緒で、数字は上がらんのんじゃな

いかと思うんですが、いかがですか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  方法につきましてはですね、また呉市の方に相談を

してですね、どういう方法でやられたのかいうのを確認しましてですね、また検討した

いと思っております。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  是非まぁよろしくお願いします。 

ことは国保税のね、値上げがいつまでも続くかどうかの問題なんですから。 

次に入ります。 

社会福祉法第２条第３項の９にですね、無料低額診療というのがあると思うんです

が、説明してくれますか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  あの申しわけございませんが、説明ができませんけ

ど。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  後で資料いうわけにはいかんのんでね、これね、生活の困難

者が、経済的な理由で、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料ま



- 157 - 

たは低額な料金で病院にかかれる制度なんです。 

説明ができんのじゃけぇ、どこへ何があるかもわからんと思うんで、ついでに言い

ます。この近くでは、呉の済生会病院、坂の済生会病院、広島市のみゆき通りにある掖

済会診療所があります。 

ほいでですね、質問なんですが、国保の資格を持てず、完全無保険の人、資格はあ

っても保険料が払えずに無保険になった人、保険証があっても３割負担が困難で治療が

できずに病気を悪化させてしまう人が利用できるんです、さっき言ったように。 

今後利用な可能の制度をですね、個別対応で取り組みをしていくべきだと思うんで

すが、江田島市の対応はどうですか。考えますか。 

答えてみてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  資格証を持っとる方というのはですね、悪質滞納者

なんですよ。そういう方に対してから、今の無料で見るというのはちょっと考えられな

いんですけど。払おう思っても払えない人に対してはうちは資格証は出していません。 

ですから、今のような制度を今考えることが考えられませんということです。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  どうもね、認識がね、共有してないけぇ話がかみ合わんのだ

と思うんですよ。 

できればね、きょう帰ってインターネット見りゃ出ますし、調べてみてください。 

無料低額診療とはどういうふうなもんかいうのをですね、見んことには、話しよう

思っても、今そういうふうな一般質問の項目に最初ポンとあげとれば、あんたらも調べ

てきたんかもわからんですけどね。だけど、何が飛び出すか分からんのが一般質問です

からね、もうちょっと調べとってもらいたかったんですよね。でないとですね、前に行

かんのんです話が。 

それで、やっぱりそういうふうに、国保をもし使わなくったとしてもですね、お金

がないけぇ、病院にかかれん人がおったら困るいうんで、こういう無料低額診療いうの

があるんですよ。これ全国にあるんですよ、ようけ。そういうところを紹介することも

できるんですよ。それを聞いとる。どうなんです、そのへんは。 

私は知らんですよじゃすまんじゃないですか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  今のような制度をちょっと勉強させてください。 

今初めて聞きましたので、はい。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  勉強してまた充分江田島市もどういうふうなね、できるかで

きんかいうのをですね、やってみてください。 

ほいじゃ、次にはいります。 

今民主党の公約違反が大きな批判にさらされとるわけなんですよ。 

国保についても国の調整交付金の引き上げ、保険税の減免措置への国庫負担の増な

ど、９，０００億円の予算措置を行い、国民の負担軽減を図ると国会でいうとったんで
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すよ民主党は。ところが、公約を次々とホゴにしとる民主党いう政権は。この公約が実

行されておれば、国保の値上げをせんでもすんだわけなんですよ。 

市長、先ほどと同じようになりますがどうです、このことについては。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  民主党の公約が守られてないと、いわゆるマニフェストが守

られてないいうのは、大部分の国民がですね、同じ共通認識じゃろう思います。 

非常に自民党の時代と比べてですね、新鮮なマニフェストを公約を掲げてですね、

みんなが民主党政権になると、これは、非常にすばらしい日本になるんじゃないかとい

うことで、結果的に政権が変わったわけなんですけども、よくよく見ますとですね、も

う全然、大事な骨になるような、公約の骨になるような大事なことがですね、ほとんど

の場合が守られてないというようなことで、議員が言われるとおり、非常に現場いうで

すか、国民は混乱してですね、政治への不信いうのは、ますます高まっとるような気が

して言われるとおりだと思います。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  そのとおりじゃと思うんですが、市長、国に対してですね、

江田島市として、国保の負担率の引き上げのためのですね、要請書を提出をすべきと思

うんですが、ひとつどうです、その辺は。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  それはなるべく少なくしてくださいよという要望はできると

思いますけれども、一般的には議会の、例えば議会が決議をするとか、市の方が、市の

場合にはあまり単独で行動することはありません。 

というのは、それぞれの市がですね、単独ですると全然国が例えば相手にしないと

いうことで、最低限県の市長会とか中国地区の市長会、それから全国の市長会というよ

うな組織でしないとですね、地方の役所いうのは、ほとんどの場合が単独市で行います

と、力になる、影響を及ぼすことができませんので、そういうことになりますと、最低

限県単位で、同じ認識で物事をするいうことになると思います。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  この問題の最後になりますけれども、高い国民健康保険税に

ついて、払える保険税にすべきと再三質問してきました。根本的には、国の負担を上げ

なければ解決にはなりません。しかし、ある日突然に少子高齢化になったわけではない

し、国民健康保険の危機が突然に起こったわけでもありません。先を見据えた日々の対

策や努力の欠如は言うまでもありません。国や県の施策待ちではなく、市民のために必

要なことは小さなことでも一生懸命取り組み、積み上げていく姿勢が必要です。一般会

計からの繰入れを含め、職員の知恵を出し合って取り組んでもらいたい。要望です。 

続いて、最後の質問に入ります。 

高齢者の実態調査についてですが、アンケートの対象者、この前アンケートが来ま

したよね、対象者は何人で回収率は何％でしたか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  アンケートの対象が、まずこの２３年度は、能美町
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と江田島町です。 

回収率につきましては８２．４％、回収したのが２，１８０人、対象者が２，６４

６です。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  この介護予防アンケートなんですが、運動機能、生活力、心

身機能の低下の有無を判断することが目的で行われたチェック機能方式でしたよね。 

書く項目はない、いうところがなかったです。 

これ私がね、１２月議会の質問は高齢者の生活実態調査をしてくれ言うたら、あな

たはね、アンケートが行くけぇ待っとってくれえというて待ちよったら来たんが、この

介護予防のアンケートやったんですよ。高齢者の生活実態調査じゃないんじゃがね、ど

うなんです。違うとったんですけどね。答弁と。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  高齢者の実態、生活実態調査についての質問でした

けれども、ちょうどたまたまうちがですね、この介護予防のためのアンケート調査がで

すね、この一部に、今の高齢者の生活実態の一部になると思いましてですね、その実態

調査は、このアンケートがありますというふうに答えたわけでございます。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  これは介護予防のアンケートの中身は、事前に確認をしとっ

たんですか。市の方は。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  当然出す前にですね、一応厚労省からひな型があり

ますので、そこからうちが該当しそうな分をチェックして、出したわけでございます。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  ほいでね、質問通告書にも書いてますけどね、介護予防のア

ンケートもすないうんじゃないんよ。必要なんですよ。必要なんですが、私が１２月議

会で言うたのは、高齢者の実態を把握できとるんか言うたら、アンケート用紙が行くけ

ぇ、大丈夫じゃけぇ待っとってくれぇいうて、来るじゃろう思うて来たら介護予防じゃ

った。ほいじゃ高齢者の実態調査はどうやってやるんかいうのを、どうするんですこれ、

せんのんです。あれ出てなかったですよ。あのアンケートでは、高齢者の介護予防の調

査であって、実態調査の項目は入ってなかったですよ。どうなんです、そのへんは。 

私はね、そこで、あの介護予防のアンケートに高齢者の実態調査も一緒に含められ

るんじゃなかったんですか。何でせんかったんです。 

答えてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  高齢者の実態調査をするわけじゃなくて、今の介護

予防のためのアンケート調査が、たまたま今の質問と、これが一致したもんでですね、

その一部に当たるということで、回答させてもらったわけでございます。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 
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○６番（片平 司君）  ですから、せっかくね、印刷物を刷るお金、郵送するお

金、回収するお金を何百万か使うとるわけなんですよ。何十万か何百万かわかりません

けど。 

そうしたら、せっかくするんじゃから、その項目に何項目か、例えば、通院回数の

あるんですよあれの中に。これなんですけどね。通院回数があるんですよ。そうしたら、

例えばそこの中に、島外の病院に行っとるかとかいうのを入れときゃあね、ああほいじ

ゃあ大きな病院へ行きよるいうことは大きな病気をしよるんじゃのとか分かるじゃない

ですか。 

ほいで、介護する人を、家の人が介護しよったら、経済的な家族の負担とかいろい

ろあるんじゃないです。そんなんが分かるじゃないんですか。 

１項目か２項目か三つぐらい入れりゃ。何でせんかったんかいうのを聞きよるんで

すよ。それを。 

いつも言うじゃないですかあなたらは、費用対効果じゃいうて、金を使うな使うな

いうて、ほいじゃけぇ、そういうものを言いよるんです。何でせんかったんかいうてそ

れを。一緒にやったら、済んどるわけでしょう。せっかくやるんじゃけぇ。 

どういうことなんですか。答えてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  このアンケート調査いうのはですね、もう既に議員

さんが質問をする前にですね、もう実施していたわけなんですよ。 

それにつけ加えりゃええじゃないかと言われても、もう様式も決まっていましたの

で、できなかったというものでございます。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  １ページに付け加えるだけができんことはありゃせんじゃな

いね。別に１ペーパーこれＡ４ぐらいで刷って一緒に入れりゃあすむこと。これの中に

やね、これはこれでやって、これを１ページ入れとけばすむことじゃないですか。そう

いう時間的な余裕はないことはないよ、それは。 

まぁええわ、時間がないんで、次にいきます。 

ほいでね、介護予防、介護予防と言いますが、前からも言いよるんですけど、公民

館活動とかいきいきサロン、あるじゃないですか。そういうようなことを支援すること

で、充分介護予防できると思うんですが、どうですか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  いろいろな支援の仕方があると思ってます。 

当然いきいきサロンについても、今の公民館活動についても、それは出てくること

だけでもいいと思っております。 

ですから、いろんな面からでも支援が可能であると思っております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  ですからね、お金をかけずに、やろうと思えばね、いろんな

方法があるんですよ。考えていきゃあね。 
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多分これ高齢者の方は、使用料は公民館タダだと思うんですけどね。そうようなも

のを十分利用してですね、何も大げさにですね、ここへ集まってやね、予防保全の運動

をするとかいうことをせんでもですね、日常的に出歩くことだけでもですね、大きな成

果になるんじゃないかと思います。 

次にいきます。 

１２月議会でですね、要介護２で非課税世帯の島内施設、特養ホーム、老健、認知

症対応施設、療養病院、小規模多機能の利用費用の質問をしましたが、その日は分から

んけぇ後で報告しますということでしたけど、きたのが、平均的費用をインターネット

で引き出して提示するような報告でありましたよ。何回かでやっと正確な施設の利用費

用を提示されましたけどですね、市内でのですね、施設利用費用などをね、知らない状

況はね、職務怠慢だと思うんですがどうです。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  どうもすみませんでした。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  今ですね、親の介護してる子どもが病気で先に死亡する。そ

のあと親も死亡する。何日も経って発見される。今テレビで何件か報道されております。

孤立死が続いております。介護問題は深刻な状況です。 

江田島市においても在宅介護がほとんどの介護者が何らかの病気がありですね、そ

の上での老老介護、他人事じゃないんです。 

施設利用を望む市民の声をどうするのか、ちょっと答弁を、簡単に言うてください。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  ですから、今の老老介護いうのは大変なことだと思

っております。 

行ったら死んどったということがないようにですね、今の見守りの方からも、民生

委員さんにおいても、老人クラブさんにおいてもですね、今のような見守り活動におい

て、今のひとり暮らしの老人の家とかですね、いうのを訪問してもらってですね、そう

いうのがないように、心掛けんにゃいけないと思っております。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  誰でも年をとって、人の支えが必要になるんですよ。 

小規模多機能施設よりも、少ない費用の特養ホームを市民は求めております。 

補助金を出してですね、今ある３施設にね、ベットの増床の検討をしてみてはどう

かと思うんですが、これも簡単に。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  増床をお願いするのは、お願いできてもですね、な

かなかできないというのが、議員さんも御承知のように、わかっとる思うんですけども、

県内ではもう満床いうことで、建築、増築いうのが不可能なような状況でございます。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  ６番 片平議員。 
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○６番（片平 司君）  最後にですね、国や県の方針を重視するんではなくですね、

江田島市の状況にあったね、施設を求めて質問を終わります。 

○議長（上田 正君）  以上で、６番 片平議員の一般質問を終わります。 

これで、一般質問を終わります。 

○議長（上田 正君）  暫時休憩とします。 

１１時１５分まで休憩をします。 

（休憩 １１時０３分） 

（再開 １１時１７分） 

○議長（上田 正君）  休憩を解いて、会議を再開します。 

 

日程第２  議案第３８号 

 

○議長（上田 正君）  日程第２、議案第３８号「平成２３年度江田島市一般会計補

正予算（第６号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第３８号「平成２３年度江田島

市一般会計補正予算（第６号）」でございます。 

平成２３年度江田島市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

繰越明許費の補正。 

第１条 繰越明許費の追加は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  議案第３８号の説明をします。 

このたびの補正は、いずれの経費も、法改正に伴う既存のシステムの改修に係る経

費であり、平成２４年３月定例会で補正予算として計上し、可決されたものでございま

す。 

補正予算提出時においては、当該システム改修は、年度内に事業完了の予定であっ

たが、国のシステム改修の具体的な内容提示の遅れから、システム改修業者における改

修作業が年度内に完了することが見込まれないこととなったために、経費の一部を翌年

度に繰り越すものでございます。 

明細につきまして、２ページをお願いします。 

第１表 繰越明許費補正。 

追加としまして、３款民生費１項社会福祉費。事業名が障害者自立支援事業。 

法改正に伴う障害者自立支援システム改修委託で７０万９，０００円を繰り越すも

のでございます。 

３月補正時は１４１万８，０００円ございました。この内７０万９，０００円を繰
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り越すというものでございます。 

その下、介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金。その下も同じことを書いてい

ますけど、これすいません、消してもらえますか。 

この内容がですね、介護報酬等改定に伴うシステム改修事業いうことでございます。

この金額が４６９万８，０００円を繰り越すと。 

３月補正時にはですね、５１８万１，０００円あったものをですね、そのうち４６

９万８，０００円を繰り越すというものでございます。 

補正時にはですね、ここの金額が、一般会計からの繰出金が１６２万８，０００円

になっとったと思うんです。この内訳はですね、６つの事業ございまして、まず、１が

地域支援事業介護予防現年度分がマイナスの２７万９，０００円、地域支援事業包括的

支援事業現年度分いうのが１２万７，０００円。介護報酬等改定に伴うシステム改修事

業が５１８万１，０００円、職員給与費繰出金がマイナスの２０５万円。介護給付費現

年度分が２５万円。介護認定費事務費繰出しがマイナスの１６１万６，０００円。差し

引きしまして、１６２万８，０００円の補正を３月に当初にしておりました。 

以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１７番 山木議員。 

○１７番（山木信勝君）  年度内にできなかったいうことでありますが、４月１日か

ら、これをすぐやらにゃいけんいうことで、この間の補正組んだんじゃろう思うんです

がね。支障をきたすんじゃないですか４月から。すぐやらにゃいけんのじゃないですか

これを。その１点と。 

この年度内に２３年度で半分か、１４１万８，０００の半分７０万９，０００円が

繰り越すわけですが、年度内にこれ何をこれだけ７０万ぐらいできるいうことよね半分

ぐらい。 

それと、介護保険の方も１００万ぐらいはやるいうんですが、これ何をやるんです

か、意味がようわからんよこれ。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  パッケージいうのがございましてですね、そのパッ

ケージが３回に分かれて、障害者の方は３回に分かれてあるということで、２回のパッ

ケージが年度内に終わるんですけどれも、あと一つが、障害者の方は６月ぐらいかかる

ということでございます。 

ほいで、介護保険の方も、同じようにパッケージございまして、ほとんどが７月ぐ

らいにずれ込むということでございます。 

今の支障はないかということでございますが、支障は別にあるというのは聞いてお

りません。 

以上です。 

○議長（上田 正君）  １７番 山木議員。 
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○１７番（山木信勝君）  支障がないいうことは、じゃもう６月、７月ごろから会計

ができとれば、どういいますかね、税金をもらえるようなシステムが７月ごろで間に合

ういうことですか。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  あの障害の方も６月ぐらいできると、ほいで介護の

方は７月ぐらいできるというふうに聞いております。 

○議長（上田 正君）  ４番 山本秀男議員。 

○４番（山本秀男君）  ちょっと確認の意味でお聞きしたいんですが、特別会計への

繰出金を繰り越しいうことですが、これは、一般会計の方で追加補正して、それから特

別会計の方で繰り越しをするんじゃないですか。 

こういう繰出金自体を繰り越すことはできるんですか。 

ちょっと確認をお願いします。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  一般会計から介護の方への繰出金が３月補正あった

わけですが、その一部を繰出金として繰り越しというものでございます。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３  議案第３９号 

 

○議長（上田 正君）  日程第３、議案第３９号「平成２３年度江田島市介護保険

（保険勘定事業）特別会計補正予算（第５号）」を、議題とします。 

この際、議案の朗読は省略いたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第３９号「平成２３年度江田島

市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号）」でございます。 

平成２３年度江田島市の介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第５号）は、
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次に定めるところによる。 

繰越明許費。 

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  議案第３９号の説明をします。 

補正の理由は、先ほどの一般会計の繰越明許と同じでございます。 

明細について４ページをお願いします。 

第１表 繰越明許費。 

１款総務費１項総務管理費。事業名、介護保険一般事業で、介護報酬等改定に伴う

システム改修委託で７０３万４，０００円を繰り越すものでございます。 

３月補正当時は８００万円、８００万円のうち７０３万４，０００円を繰り越すと

いうものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第１号～日程第１５  議案第１２号 

 

○議長（上田 正君）  日程第４、議案第１号「平成２４年度江田島市一般会計予

算」から日程第１５号、議案第１２号「平成２４年度江田島市水道事業会計予算」まで

の１２議案を一括議題といたします。 

本１２議案について、山根啓志予算審査特別委員長の報告を求めます。 
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山根予算審査特別委員長。 

○予算審査特別委員長（山根啓志君）  では報告いたします。 

予算審査特別委員会審査報告書 

平成２４年３月１６日 

江田島市議会議長上田 正様 

江田島市議会予算審査特別委員会委員長 山根啓志 

本委員会は、平成２４年第１回江田島市議会定例会本会議（１日目）において付託

された次の議案について、各常任委員会所管ごとの３分科会に分割し、３月５日総務分

科会・３月６日文教厚生分科会・３月７日産業建設分科会を開会し、慎重に審査した結

果、次のとおり個別意見（要望事項）を付して、賛成多数で認定することに決したので、

会議規則第１０３条の規定により報告します。 

１、審査の結果 

議案第１号 平成２４年度江田島市一般会計予算、議案第２号  平成２４年度江田

島市国民健康保険特別会計予算、議案第３号 平成２４年度江田島市後期高齢者医療特

別会計予算、議案第４号 平成２４年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計予

算、議案第５号 平成２４年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予

算、議案第６号 平成２４年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案第

７号 平成２４年度江田島市港湾管理特別会計予算、議案第８号 平成２４年度江田島

市地域開発事業特別会計予算、議案第９号 平成２４年度江田島市宿泊施設事業特別会

計予算、議案第１０号 平成２４年度江田島市下水道事業会計予算、議案第１１号 平

成２４年度江田島市交通船事業会計予算、議案第１２号 平成２４年度江田島市水道事

業会計予算。 

２、審査の概要 

本委員会に付託された予算の審査に当たっては、本予算に組まれた事務事業が、各

行政分野に適切に配分され、かつ、地域的な均衡が図られているかどうかに主眼を置き、

地方自治法第９７条第２項に規定されている市長の提案権を侵害しないように十分配慮

し、議決権の範囲内で慎重に審査を行った。 

３、審査意見 

市財政を取り巻く環境は、集中豪雨・東日本大震災等の影響により、今後、一段と

厳しさが増すものと思われます。 

市政の発展は、健全な財政運営があってこそ成し遂げられるものでありますので、

職員一人ひとりが、市財政を取り巻く状況と中長期的行政課題を認識し、収納対策の強

化と、国・県支出金等の特定財源の確保に努め、予算の執行に当たっては、審査の過程

で出された各分科会からの個別意見等を参酌され、市民が安心して暮らし、真に江田島

市の住んでよかったと実感できるような市政の実現を推進されたい。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって山根委員長の報告を終わります。 

これより、委員長の報告に対する質疑に入ります。 

なお、委員長への質疑は、報告にあります委員会の経過と報告に対するものでござ
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います。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、本１２議案それぞれに対する反対討論の発言を許します。 

６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  それでは、平成２４年度予算案に反対の立場から討論を行い

ます。 

ギリシャに始まったユーロ圏の債務危機は、他のユーロ圏の債務危機を引き起こし、

これらの国の債務を大量に保有している銀行は、第２のリーマンショックにならないか

と戦々恐々としております。 

日本経済は深刻な円高の影響を受け貿易赤字に転落をし、中小零細企業の経営は一

段と厳しさを強いられています。 

国民の生活が第一といって政権交代を果たした民主党は、次々と政権公約を投げ捨

て、もはや自民党以上の悪政の推進を行っています。 

その最たるものが「社会保障と税の一体改革」と称して、消費税を２０１４年まで

に８％、２０１５年までに１０％に増税するというものです。所得の少ない人ほど重く

のしかかる最悪の不公平税制である消費税増税は、許されるものではありません。一体

改革といいながら、年金支給額の引き下げ、支給年齢６８歳から７０歳への引き上げ、

医療費窓口負担増など、庶民増税、社会保障切り捨てで最悪の国民犠牲です。 

２４年度江田島市予算は一段と進行する国の悪政から住民の暮らしと福祉を守る予

算になっているのか。 

平成２４年度当初予算額は、前年度比較して、約６億円の増となっています。 

主な要因は、能美中学校の新築事業、し尿処理更新整備事業、農林水産業費、土木

費等です。 

見過ごせないのは、昨年に続き、オリーブ農地造成事業と小用開発事業への一般会

計からの繰出金です。 

小用開発事業は、江田島市の資料によりますと、昭和６１年の新総合計画位置づけ

から始まり、平成９年の工事着工で現在小用港旅客ターミナルまで終わっています。 

当初の計画では、平成１９年ごろまでに完了の予定でしたが、社会情勢等の大きな

変化で大幅に遅れ、平成３０年代前半まで延期されたため、地域開発特別会計が借りた

お金が支払われなくなったため、一般会計からの援助となりました。 

オリーブ農地造成事業は、平成２３年度から２６年度までの予定で、総額約２．６

億円をかけ、深江地区の山林１２ヘクタールを開墾し、７ヘクタールの植栽面積を確保

し、オリーブ栽培事業者へ土地を貸し付けるものですが、このオリーブ事業が非常に息

の長い事業で、先行きは全くもって不透明であります。このオリーブ農地造成事業が江
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田島市の農業振興の起爆剤になるか、または小用開発事業のように先が見えにくい難し

い事業になるのではと危惧をするところです。１０年、２０年とかかるスパンの長い事

業は、税金の無駄遣いにならないように、十分な精査を行い、事業を行うべきです。 

次に、住民の生命と健康を守るための国保税と介護保険料が大幅に値上げをされま

した。市民生活は一段と厳しくなります。 

江田島市の資料によりますと、夫４５歳、収入が給与収入３００万円、妻４０歳、

子ども未成年、資産なしで、現行３１万７，６００円が３４万６，１００円、２万８，

５００円の値上げになります。収入に占める国保税の負担率は一段と高くなります。 

１９８０年には５０％あった国の負担は、現在では２５％以下に激減をしています。

国に対して負担率の引き上げを強く求めると同時に、住民の健康に対する予防保全啓発

が求められます。 

このたび、介護保険料も月１，０５０円値上げされ、住民にとってはダブルパンチ

の負担増となりました。 

景気低迷の中、貧困と格差拡大で苦しむ市民の福祉、生活を守るためには、一般財

源から国民健康保険や介護保険、後期医療など、特別会計への財政支援措置による各保

険料や利用料の負担軽減措置は緊急に求められています。 

今こそ不要不急の事業を抜本的に見直し、生活密着型公共事業、地域循環型公共事

業への転換を強く求めて、平成２４年度会計予算案の反対討論とします。 

○議長（上田 正君）  次に賛成討論の発言を許します。 

３番 吉野議員。 

○３番（吉野伸康君）  私は、平成２４年度江田島市一般会計予算及び各特別会計予

算に賛成の立場で討論をいたします。 

昨年、我が国は、東日本大震災により、甚大な被害を受け、その傷跡は１年たって

も癒えていません。 

現在、国においては、復興庁を設立し、一刻も早い復興を目指して、国家一丸とな

って取り組んでいますが、膨大なガレキの撤去、復興等により、財政状況が厳しくなっ

ております。 

一方、本市におきましては、少子高齢化が急速に進み、人口減少など、数多くの問

題も山積みしております。 

このような中、本予算は、市長が施政方針で述べたとおり、行財政改革の着実な推

進による財源の確保、特色を生かした元気なまちづくりの推進を踏まえた新たな事業の

着手など、財政の健全化と住みよいまちづくりのため財政支出がバランスよく盛り込ま

れられたものと感じます。 

よって、平成２４年度江田島市一般会計予算及び各特別会計予算に対する御賛同を

申し上げまして、賛成討論といたします。 

○議長（上田 正君）  これで討論を終わります。 

これより、本１２議案について一括で採決を行います。 

本１２議案についての委員会の報告は可決すべきであるとするものです。 

本１２議案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、本１２議案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

閉 会 

 

○議長（上田 正君）  以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は、すべて

終了いたしました。 

これで、平成２４年第１回江田島市議会定例会を閉会いたします。 

（閉会 １１時４７分） 


